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問題意識

若年移行期の構造的変容の過程で、日本社会においても2000年
代以降、「若者支援」と呼ばれる事業が急速に広がってきたが、そ
の仕事に関する理解は社会的にも実践者自身においても、曖昧で
不確かな面が多い。

こうした現状の背景には、職業資格制度の有無も含めて、しかしそ
れに留まらず、仕事の社会的認知を高め、その専門性を明確化し
ていく上で重要な社会的環境の不足が関連しているのではないだ
ろうか。

本報告は、こうした仮説に立ち、一定の職業的発達を遂げてきた欧
州におけるYouth WorkerあるいはSocial Pedagogueに焦点をあ
て、その仕事の社会的認知と専門性の育成に果たす社会的環境
のあり方について分析、考察する。
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背景

日本では、とりわけ高度経済成長期以降、子ども・若者期の大半
が学校と企業社会に吸収され、学校外の社会における子ども・若
者の支援実践は十分な発達の機会をもたなかった。

他方で欧州諸国では、19世紀後半以降の都市社会化とともに若
者援助の活動が生まれ、第二次大戦後には福祉国家の発達とと
もに施設の公設・公営化も含めて公的制度化する。

そして主に1970年代以降には、Youth WorkerやSocial 
Pedagogueなどと呼ばれる、地域社会における子ども・若者の育
成を支援する専門的職業も発達させてきた経過がある。

しかしながら欧州諸国においても1980年代半ば以降、対人援助
の領域にもNew Public Managementが台頭し、評価（evaluation)
や成果(outcome）が問われるようになっている。

3



調査の枠組みと対象

欧州の中でも特に、Youth WorkerやSocial Pedagogueの社会的発達に積極的
に取り組んできた3カ国（イギリス、フィンランド、デンマーク）における調査（2016
～2018年度実施）にもとづき、各国における若者支援実践を取り巻く社会的環境
の構成・構築のあり方と、それが実践の社会的認知と専門性発達に果たす役割
について考察

＜調査の枠組み＞

若者支援実践を取り巻く社会的環境： (1)専門性の育成に寄与する社会的環境

(2)専門性を守り担保する社会的環境

（1）（2）を構成する制度・機関 の仮設的設定：

(1) 実践者の養成・研修機関、

(2) ①専門職団体ないしは同業者組織 ②労働組合

③実践の評価・認証・監督の機関

各国の該当機関に訪問ヒアリングの実施
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Youth Work / Social Pedagogueの概要
（各国ごとに後掲）

• 仕事の定義

• 歴史の概要

• 法的根拠/行政上の計画

• 従事者数（有償・無償）

• ガバナンス体制/行政上の管轄、

• 認証・評価体制

• 財源/財政規模

• 職業資格制度/任用資格要件
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考察の論点

(1)機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性、
政策形成における諸機関の関連

(2)仕事の定義・規範の明確化と自己規律の
システム
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各国調査概要と考察 フィンランド

1.調査概要: Youth Workを取り巻く諸機関の果たしている役割の概要と特徴

養成機関HUMAKの役割と他機関との関係に着目して

2-1 考察1    機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

HUMAK―ヘルシンキ市青年局―Allianssi（－DHL）の関連性

2-1 考察２ 仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

ヘルシンキ青年局によるYouth Workerのcompetency

あるいは、HUMAK学位プログラムのCompetences 
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フィンランド 調査概要
フィンランドにおけるユースワークの概要(1)

1) 仕事の定義
…1972年に法制化された当初は「若者の市民活動や生活環境の改善に寄与する
仕事」とされていたが、2006年の改訂時には、若者個々人の発達や社会的排除
に取り組む必要性も加味され、「若者の余暇活動、エンパワメント、成長と自立
の支援、世代間交流などに資する活動的な市民の育成」と拡張された。

…さらにヘルシンキ市青年局では、労働市場への参加、文化的生活および意思決
定、アイデンティティ問題を検討する機会、知識や倫理問題など、より踏み込ん
だ内容が盛り込まれている

…「地方、近隣、国際連帯における共同性、反差別、多様性と平等の尊重」を基
軸に据えている。

（Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ Ｆｉｎｌａｎｄ(2014) Working with young people: the value of 

youth work in the European Union）
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フィンランド 調査概要
フィンランドにおけるユースワークの概要(２)

2) 歴史の概要
＊19世紀終盤…都市部に働きに出てきた若者たちの余暇活動支援とし
て、教会や労働組合、セツルメントなどが実施していた。

＊第2次世界大戦後…孤児へのサポートも含めて公的ユースワークが展
開されるようになり、徐々に拡大していった。

＊1960年代…ユースワークに関する専門的教育・要請がスタートし
た。

＊1972年…ＹＯＵＴＨ ＡＣＴ（青年法）ができて、若者の健全育成をサポー
トしていく体制が整えられた

★現在においても、ユースセンターの数などは減らされていない
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フィンランド 調査概要
フィンランドにおけるユースワークの概要(３)

3) 法的根拠/行政上の計画

… ＹＯＵＴＨ ＡＣＴ（青年法）の制定（1972）；随時改訂

4) 従事者数（有償・無償）

…ヘルシンキ市では、42か所の公共ユースセンターがあり、400人の有給職員が配置さ
れている（人口は63万人）。国全体では7000人ほど（コアは3000人）とされている。

5) ガバナンス体制/行政上の管轄…教育文化省

6) 認証・評価体制

…若者へのヒアリングとワーカー自身による自己評価や場への評価が実施されている

7) 財源/財政規模…ヘルシンキ市で36億円ほど。

8) 職業資格制度/任用資格要件

…高卒相当の「野外活動リーダー」の資格でも働けるが、3年半の専門職大学（四年制
大学より一つ下）での資格がある
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フィンランド 調査概要
Youth Workを取り巻く諸機関の連関

全国協議会
Allianssi

養成・研修機関
ＨＵＭＡＫなど

公的機関（青年局）
Ｙｏｕｔｈ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ

各種ＮＧＯ
など

労働組合

JHL（公務・福祉労組）
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フィンランド 調査概要
養成機関ＨＵＭＡＫ（University of Applied Sciences）

HUMAKとは
• コミュニティワークの専門であるCommunity educatorの学位がとれ
る専修大学であり、1998年に設立。１学年510名ほどで、高卒後入
学者だけでなく社会人入学者（ユースワーク、手話、文化マネジメン
トなどに従事）も多い。現場実習を大事にしており、全ての教員に実
践経験がある。

• 卒業要件は210単位、職業生活に関する科目（30単位）、自由選択
（20単位）のほかに、ユースワーク/NGOの専門的活動に関する科目
などが40単位、アート/スポーツ/アドベンチャー/コミュニケーショ
ンスキルなどのモジュールから選択する専門科目が40単位、
Community educator共通専門科目が65単位など。
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フィンランド 調査概要
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｅｄｕｃａｔｏｒの職業
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カリキュラム形成
• 「カリキュラムを作るにあたっては現場で働いている人た
ちの意見も大事になるため、青年局やNGOの職員に見せて、
これでユースワーカーを養成できるか意見を求める」

• ＊最終的には文科省が定めているものに見合っているか
チェックを受ける

• ＊文科省の項目については、JHL（公務労組）が監査する
役割を担っている。HUMAKの学生にJHLが直接話を聞く
なかで判断している。

• ⇒実践現場や青年局と連携して専門性育成を展開

フィンランド 調査概要
養成機関ＨＵＭＡＫ（University of Applied Sciences） 15



ＨＵＭＡＫにおける「ユースワークの専門性」
• 「いかに青年たちをアクティブにさせるのかということ、社会に自分の考えを
影響させるようにしていけるか、そのサポートのあり方を学ぶこと」

• 「一番重要なのは、コミュニティづくりができる、グループづくりができるとい
うこと」

【専門的スキル】

＊ Communal competence

＊ Pedagogic competence

＊ Social competence

＊ Developmet competence

フィンランド 調査概要
養成機関ＨＵＭＡＫ（University of Applied Sciences） 16



フィンランド 考察1
機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

●ＹＯＵＴＨ ＡＣＴの2011年改訂

…地域ごとの「ネットワークづくりの強化」が明記されるようになり、
各機関の連携が取りやすくなった

●「現場に根ざした専門性」ゆえの連携

…専門職養成の課程では、現場での実習が重視されており、実習を介し
て現場のワーカーと学生・養成機関との相互の交流・連携が高められて
いる

●「若者たちの声を聴く」という基本姿勢

…各種政策に「若者の声」をいかに反映させていくかという役割を負っ
ているが、同様に「現場の声」を重視した事業評価の仕組みがあり、そ
れが有機的なネットワーク形成の基礎的土壌になっていることが窺える。
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フィンランド 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

【ユースワーカーの資質の指標づくり】

ヘルシンキ青年局による「ユースワーカーの
Competence」作成

＊若者との良好な信頼関係をつくる

（capability to build a trust-based）

＊若者同士のグループワークを用いて活動する

（Capability to make a group work well）

→若者へのヒアリングや各種研究資料をもとに、オープン
な場でワーカーとの協議をしながら作成していった
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フィンランド 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

【ユースワークの事業評価】

＊ワーカー自身が回答する40項目（4段階評価）を基に、ワーカー全員
で話し合う場を設けている（2012）。あるいはその評価をもとに、他
自治体のワーカーと意見交換をしたりすることもある（2013）

＊若者たちが答えるアンケートも、結果を若者たちに開示し、意見交流
をしてから上に上げる（2013）

＊毎年実施している若者へのインタビュー（2016年では1012人）では、
ユースワーカーだけでなく事務職員も一緒に実施し、施策や方針に反映
している（2016）

＊「Competence of youth workers」は、ワーカー同士の自由な話し
合いの場から立ち上げていった（2016）
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フィンランド 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

「対話」に機軸を置いた [ワーカーの
資質]指標作成と[調査―検証―評価]
…ワーカーだけでなく、若者自身や事務職員も含め、徹底
的に「対話」を重視することにより、〔調査＝検証＝評
価〕が現場に根づいたものになるとともに、ユースワーク
についての認識を確認し振り返る契機となっている。

…対話による言語化や共有のプロセスを絶えず実施してい
くことにより、社会状況や時代に即したユースワーク実践
の担保や、自他におけるユースワークの「実践の質」に寄
与することが可能となっている。
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各国調査概要と考察 スコットランド

1  調査概要：Youth Workを取り巻く諸機関の果たしている役割の概要と特徴

CLD Standard Councilの役割と他機関との関係に着目して

2-1 考察1  機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

政策形成におけるYouthLink Scotland―CLD Standard Council―

スコットランド政府(orエジンバラ市)―大学・研究者の関連性

2-2 考察2  仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

CLD standard councilの value, code of ethics、competence、NOS  

http://cldstandardscouncil.org.uk/
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スコットランド 1. 調査概要
スコットランドにおけるユースワークの概要(1)

1) 仕事の定義

・ユースワークは、「子どもの権利条約」12条（意見表明権）に示された理念実現に
とって重要。社会活動に参加することを通して、シティズンシップと人権と責任を形成。

・ユースワークは、若者の生活の場で展開され、ダイバーシティな環境で、多様な関
係を広げ、自分の可能性に気づき、批判的・創造的に人生に挑戦する、教育的営み。

・ユースワークの基本的性格；

＊子ども・若者が自ら参加する場

＊子ども・若者がいる場から始まる活動

＊子ども・若者とユースワーカーは学びのプロセスのパートナー

引用： Statement on the nature and purpose of youth workより

（YouthLink Scotlandが、WSや他団体との協議も経て、 2005年に制定）
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スコットランドにおけるユースワークの定義
Statement on the nature and purpose of youth work（YouthLink Scotland  2005）

23



スコットランド 1. 調査概要
スコットランドにおけるユースワークの概要(2)

2) 歴史の概要

19世紀半ば以降に都市部で若者の娯楽・交流の場として生成。

スカウト、YMCAなどの組織化、1920年代にyouth workという呼称が出現。

第二次大戦後、自治体による事業提供が本格化、

スコットランドでは1975年以降、Community Educationの一翼として公的認知。
多くの自治体で、コミュニティセンター内にユースクラブが設置。

3) 法的根拠/行政上の計画

明確な法的要件は無い。スコットランド政府として「全国ユースワーク中期戦
略」（６年ごと）を2007年、2014年に策定。

4) 従事者数（有償・無償）

完全なデータは無い。YouthLink Scotland傘下の民間団体で、有償ワーカー
3551名、サポートスタッフ315名、ヴォランタリーワーカー73,004名（2012）
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スコットランド 1. 調査概要
スコットランドにおけるユースワークの概要(3)

5) ガバナンス体制/行政上の管轄

教育省の所管

6) 認証・評価体制

３つの非政府組織（YouthLink Scotland, CLD Standards Council, Education 

Scotland）による監督・支援

7) 財源/財政規模（年間）

1580万￡（教育・継続教育予算の0.6％）or 9000万￡（有償ワーカー人件費含む）

8) 職業資格制度/任用資格要件

必須の学歴、職業資格はない、スコットランド含めてUK全体でNational Occupational 

Standards for youth work（ユースワークに関する全国職業基準）がある。

スコットランドにおけるユースワークは、Community Educationの一部とみなされ、
学位取得は、CLD（後述）全て、Degree in Community Education
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スコットランド 1. 調査概要
スコットランドにおけるCommunity Learning  
Development(CLD)

・包含される実践領域＝ ユースワーク、成人学習（adult learning）、
地域づくり（community development） など。

・CLDは、個人や集団として目標を見定め、学習を通して、自分たちのコ
ミュニティや自分たち自身に変化をつくり出していくよう促す、専門的実践。

・CLDは、フォーマル・インフォーマル様々な学習の方法を用いて、コミュニ
ティに生きる人や集団とともに、多様な方法で社会の発達をつくり出す。

・CLDのプログラムや活動は、コミュニティや参加者との対話を通して展開。
とりわけ、自己に関わる意思決定やプロセスから排除されてきた人々の
活動を重視。

・こうした方法を通して、CLDは、民主主義の到達点を拡張していく。

（CLD Standard Councilによる定義）
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スコットランド 調査概要
ユースワークを取り巻く主な機関と相互連関

評価inspection機関
Education Scotland

全国協議会
YouthLink Scotland

養成・研修機関
大学・カレッジなど

認証機関
CLD Standard Council

ユースワーク
現場・ワーカー
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1. 調査概要 スコットランド
CLD Standard Council(1)

• 設立経緯

スコットランド政府設置(1999）を機に、現場からの要望を受けて、 CLDセ
クターのワーカーとボランティアを対象とした専門的組織として、内閣教
育大臣によって、2008年に設立

• 設立の形態

資金提供は政府が行うが、政府から独立した行政機関

同じく独立行政機関であるEducation Scotland（評価機関）と連携

• ミッション

CLDセクターにおける専門的学習の承認システムや、実践者の登録制度
を設けることで、実践の専門性の質を担保し、専門性の発達を図るととも
に、その職業のあり方に関するメンバーのワーカーたちの声を組織する。

CLDセクターの専門的養成・訓練の国（スコットランド）基準設定機関
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1. 調査概要 スコットランド
CLD Standard Council(2)

主な役割

1) 承認（Approvals） ： CLDの養成・訓練の質と基準の維持、支援を図ること

①（大学・カレッジの）学位レベル ②既に授与機関による認可を受けている
機関に対するCLDプログラムに焦点化した発展的承認
③CLDの学習を一定の質で提供している機関へのStandards Council 

Standards Mark (SCSM) の授与

2) 専門的学習 ： CLDセクターの学習を促進し、その発展を図ること

3) 登録制度 ： CLD専門職（団体）としてのメンバーシップ登録制度を維持し、
その発展を図ること

特徴

CLDセクターに関わる、きわめて広い連携関係を有した活動
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スコットランド 考察1
機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

National Youth Work Strategy 2014-2019～Our ambitions for improving

the life chances of young people in Scotland (全国ユースワーク中期戦略
～スコットランドにおける若者の人生の可能性を高めるための野心)          

策定・実施プロセスにおける

・行政（スコットランド政府）

・ユースワーク全国協議会（YouthLink Scotland）

・教育評価機関（Education Scotland）

・研究者グループ（Scottish Youth Work Research 

Steering Group）

・養成・訓練基準設定機関（CLD Standard Council）

の役割分担と相補的連関性
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スコットランド 考察2
仕事の定義・規範の明確化
と自己規律のシステム

CLD SCによる、

Value（CLDの仕事の価値）

Code of Ethics（CLDの倫
理綱領）

Competence（CLDに必要
な能力・コンピテンス）

の制定

→研究者とワーカーの参
加による討議・改訂を繰り
返しながら作成

→これらを制定する意味
優れた実践者（the Competent Practitioner）を
構成するフレームワーク

自分が働くコミュニティ
に関する理解

個人やグループと
の関係構築と維持

多様な学習
や発達機会
の提供

実践の評価と
発信

協同的な
活動の支援

資源の組織化とマネージメント
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A Code of Ethics for Community Learning and Development (CLD)

民主主義とシティズンシップの実現に、教育は不可欠。CLDは、特に社会的に排除されてきた人たちの生き
生きとした関わりを通して、民主主義を広げ、より良く実現し、完全な参加を可能とするための活動。

1. Primary client最も大切な相手 それは、我々がかかわる地域、子ども・若者、成人の学習者である。

2. Social context社会的文脈 我々の仕事は、個々人の中に変化をつくり出すことだけでなく、社会的文脈や
環境に変化を押し広げること。

3. Equity公正さ 我々の仕事は、機会の平等を拡大する。誰もに開かれた、公正な実践である。

4. Empowermentエンパワメント 我々は、関わる人たちが積極的な活動へのキャパシティを広げていくことに関
わる。 その第一歩は、彼・彼女らが自分の興味関心に目を向け、それに依拠して活動できるようになること。

5. Duty of Careケアする義務 関わる人たちが、傷つき・傷つけられないよう注意すること。

6. Corruption腐敗 自分たちが関わる人たちの犠牲の上に（食い物にして）、自分や自分たちの組織の利益追
求をはかってはならない。

7. Transparency透明性 子ども・若者や地域社会への関わりや、その結果としての関係性は、オープンで信頼
感あるものであること。利害対立の潜在的可能性も明示されていること。

8. Confidentiality秘密の保持 関わった人たちから得た情報は、当事者の意図に反して用いられたり、他者
に伝えられてはならない。情報の公表にあたっては、どこであれ、当事者は事前相談を受けられる。

9. Co-operation協働 関わる人たちの最善の利益のために、積極的に他者と協働する。

10. Professional Development専門家としての成長 よき仕事をするために必要な情報、資源、スキル、知識
を有効に用いるべく、我々はリフレクティブに働く。

11. Self-awareness自己認識 自分たちの価値観や関心に自覚的で、他者を尊重し、理解して働きかけねばな
らない。

12. Boundaries境界線 関わる相手を守るため、自らの仕事の目的を守るために、意図的、専門的に関係性に
境界を設けることがある。こうした境界は、明示的に維持される必要がある。個人への関わりは、信頼にもとづきなさ
れ、性的関与があってはならない。

13. Self-careセルフケア（自己管理） 仕事は、ワーカーの健康を守るよう保たれる必要がある。
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各国調査概要と考察 デンマーク

1  調査概要 Social Pedagogueを取り巻く諸機関の果たしている役割

の概要と特徴

デンマークにおけるSLの役割と他機関との関係に着目して

2-1  考察1  機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

SL―UCC―政府（政策）の関連性

2-2  考察2  仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

SLリーフレットThe social educational core competency他
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デンマーク 調査概要
デンマークにおけるSocial Pedagogueの概要(1)

1) 仕事の定義

• デンマークでは「ユースワーク」という言葉は普及していない。ユースワーカーという１つ
の専門職が存在していると認識されているわけではない。

• 他方、デンマークでは、ペダゴーグ（pædagog、pdagogue）が子ども・若者に関わり、その
養育や支援などを行う専門職としてペダゴーグが広く認知。

• ただし、ペダゴーグも対象とする子ども・若者の年齢やその特徴・状況、働く場によって区
分され、一様には捉えられない。

• 現在、デンマークではペダゴーグはUniversity College（Professionshøjskole）で養成さ
れる。

• 教育課程 1年間の共通基礎教育＋2.5年間専攻教育（３つに分かれる）

① Daycare pedagogy (0-5 year olds)

② School and leisure pedagogy (6-18 year olds)

③ Social and special education

（Executive order on bachelor’s degree programme in Social Education）
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デンマーク 調査概要
デンマークにおけるSocial Pedagogueの概要(2)

1) 仕事の定義

• ペダゴーグの職場
①保育所・幼稚園等

②学校内学童保育、放課後クラブ、レクリエーションセンター等

③障害者、ホームレス、被虐待者などを対象とし、そうした人々が入所・利
用する児童養護施設、精神病院などの施設、在宅・ストリート

• 本発表における対象の限定
③ソーシャル・ペダゴーグ（socialpædagog、social pedagogue）をユース
ワーカーに対応するものと捉える。

• UCC教育課程の規定
＜ソーシャル・ペダゴーグの仕事＞

心身に障害のある子ども・若者・成人やさまざまな困難な状況にある人々
（ホームレス、虐待、精神疾患）を抱えている成人、養護施設の子ども・若者
などの発達とケアを行うこと。
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デンマーク 調査概要
デンマークにおけるSocial Pedagogueの概要(3)

2) 歴史の概要

• ソーシャル・ペダゴジーという手法は19世紀中期の産業化と都市化による社会
問題への対応として生まれ、社会政策に取り入れられる

• 第一次大戦後に社会的な保護がなされていない子どものケアを行う民衆運動。

• ソーシャル・ペダゴジーは社会に広がったペダゴジカルな方法の総称、ソーシャ
ル・ペダゴジーという言葉が特定分野を指すようになったのは1960年代。

• その後、社会的な弱者への対応方法として広がる。

（Niels Rosendal Jensen, 2016, Social pedagogy in Denmark, Pedagogia
Social Revista Interuniversitaria, No. 27）。

• 1981年 ソーシャル・ペダゴーグを専門職として養成する課程設置

• 1992年 ジェネラリストとしてのペダゴー養成に切り替え

• 2014年 教育課程改革 共通基礎教育1年＋専門教育2.5年
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デンマーク 調査概要
デンマークにおけるSocial Pedagogueの概要(4)

3) 法的根拠/行政上の計画

• ソーシャル・ペダゴーグ、ソーシャル・ペダゴジーに特化した法や行政計画はない。

4) 従事者数（有償・無償）

• 全国ソーシャル・ペダゴーグ労働組合の会員は3.9万人、組織率78％（逆算すると、
ソーシャル・ペダゴーグは約5万人）

• 公的部門が3/4、民間が1/4で、近年は民間団体所属が増加

5) ガバナンス体制/行政上の管轄

• ソーシャル・ペダゴーグ、ソーシャル・ペダゴジーは複数の行政部門が関わる。

6) 認証・評価体制

• 社会監督庁（Socialtilsyn） 施設等の認証と運営の評価

7) 財源/財政規模

• １つにまとまったソーシャル・ペダゴジー政策はなく、財政を明確にできない。
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デンマーク 調査概要
デンマークにおけるSocial Pedagogueの概要(5)

8) 職業資格制度/任用資格要件

前述１）仕事の定義を参照。

• UCでペダゴーグ養成課程に入り、ソーシャル・ペダゴーグを
専攻する。

• UCに入学するには、通常、高校卒業資格が必要

• 労働組合SLの組合員3.9万人はすべて有資格者

• （なお、ユースクラブなどのペダゴーは資格無しに就く者も多
い）
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デンマーク 調査概要
Social Pedagogueを取り巻く主な機関と相互連関

組織認証・運営監督機関

社会監督庁
（Socialtilsyn）

労働組合（＋研修・研究）

ソーシャル・ペダゴーグ
全国労働組合（SL）

養成・研修機関
University College

ソーシャル・ペダゴジー

現場、ソーシャル・ペダ
ゴーグ

政府健康福祉委員会
National Board of 

Health and Welfare
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デンマーク 調査概要
Social Pedagogueを取り巻く諸機関の役割と特徴
①University College

• ソーシャル・ペダゴーグの養成

心身に障害のある子ども・若者・成人やさまざまな困難な状況にある人々（ホームレ
ス、虐待、精神疾患）を抱えている成人、養護施設の子ども・若者などの発達とケア

＜コンピテンス＞

共通基礎教育：

• 子ども・若者・成人の発達、学習、人格的幸福、シティズンシップ、知的成長を支え、
促進

ソーシャル／スペシャル・ペダゴジー専攻教育：

• スペシャルニーズや社会的困難、心身障害のある子ども・若者・成人を対象に

1. 困難の状況を認識してペダゴジカルな課題を見出す

2. 人格的成長と生活の質の向上、発達・学習とコミュニティへの参加の支援

3. 対象者とコミュニケーションを取り、倫理的配慮をしながらペダゴジカルな活動

4. 適切な協働によって対象者の発達・学習・ケアのニーズをサポート

40



デンマーク 調査概要
Social Pedagogueを取り巻く諸機関の役割と特徴
②ソーシャル・ペダゴーグ全国労働組合SL

＜３つの活動の柱＞

①労働条件・環境の改善

②ソーシャル・ペダゴーグの専門性の明確化（研究、発展、養成・研修）

• ソーシャル・ペダゴーグ養成課程だけでなく、ワーカーになった後の研修、さ
らには上位の資格（修士課程）を得ていくためのアドバイス

• 2014年の教育課程改革の実態把握をするために、養成機関（UCC）と協力
関係を築き、学びの過程に対する調査をしてその結果を発信している。

• ソーシャル・ペダゴーグの実践の知識バンク 研究整理・情報提供

③政治・政策提言・発信

• 関係する法案についての責任団体として、意見を聴取される権利・責任

• 2014年改変監査システムの改善・調整のために何が必要か、政府からヒア
リング（難民センターの孤児への対処にも監査が必要と提言）
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• 2014年 社会監督法、社会監督庁設置

• すべてのフォスターファミリーと社会サービスの組織の認証と運営に関
する継続的な監査

• 統一した監査の仕組み

• 社会的弱者や障害のある市民を守るため、公共・民間部門の社会サー
ビスの質の向上を支援することが目的

• 監督改革の５つのポイント

①専門的かつ自律的でシステマチックな査察、②知識・情報の提供、

③市民中心、④すべての社会デイケア、ファミリーケア、⑤虐待対応、⑥
サービス組織の認証、⑦財政管理の改善

• 社会監督庁が焦点化しているのはプロセスではなく結果。費用対効果
の点から結果重視（インタビュー）

デンマーク 調査概要
Social Pedagogueを取り巻く諸機関の役割と特徴
③社会監督庁（Socialtilsyn、The Social Supervisory 
Authority）
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デンマーク 調査概要
Social Pedagogueを取り巻く諸機関の果たしている
役割と特徴 ③社会監督庁

＜評価方法＞

• 7つのテーマ、各テーマについてクライテリア、各クライテリアには
複数のインディケーター、それらを5段階評価

• 質に関する7つのテーマ
①教育と就労 ②自立と社会的コミュニケーション能力

③人を中心とした方法論と結果 ④組織とマネジメント

⑤スタッフ ⑥財務責任 ⑦設備面の環境

• 5段階評価
Highly fulfilled (5) Highly fulfilled (4) Moderate (3) To a low 
degree (2) To a very low degree (1)

• 社会監督庁に対しては、政府の健康福祉委員会National Board 
of Health and Welfareが監査
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デンマーク 考察1
機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

• University College、SL、社会監督庁

• それぞれ固有の役割をもちながら、同時にソーシャル・ペダ
ゴーグの専門性の定義や業務・実践の改善において連携
• 2014年のUC教育課程改革 労働組合SLとUCC研究者たちが協力
して調査研究

• 政府から労働組合SLに、2014年改革監査システムの改善について
ヒアリング

• 労働組合SLは専門性の定義や実践の向上、ソーシャル・ペ
ダゴーグ養成課程、研修等にも重要な役割

• SL 労働組合であるとともに、政策提言や教育課程改善提
案などを行う専門職団体の役割も果たしている
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デンマーク 考察1
機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

• 社会監督庁 専門職の意見を受けて監査基準を設定・実施
• 同庁設置、統一的な監査基準作成の際に、実践者とワークショップ。

• 労働組合SLに新たな監査システムについてヒアリング。

• 社会監督庁は、政府の健康福祉委員会がモニタリング

➢このようにソーシャル・ペダゴーグを取り巻く主体は、異なる
立場から相互に牽制し合いながら、また協力関係にもあり、
それらの関係には相補性が見られる。
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デンマーク 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

＜諸主体のソーシャル・ペダゴーグの専門性認識＞

⚫UCC担当者

• ソーシャル・ペダゴーグは、医療や心理学、保健・看護などほかの専
門職と違い、ネットワークやコンテクストを志向

• 例： 看護師は患者がどのようにして病院に入り、どんな経験をする
のかは重視しない。ソーシャル・ペダゴーグは支援対象者が施設に
入所する際、どんな経験や出会いをするかを重視。

• ソーシャル・ペダゴーグはセラピストではない。共同体への包摂（家
庭・家族から施設、近隣社会、社会まで）、共同体の中にその人の居
場所を与えることが役割。

• 人間を対象として、人生のポテンシャルを下支えし，社会の中で参加
者として活動していけるようサポートをするという視点
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デンマーク 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

⚫労働組合SL

• ソーシャル・ペダゴーグのコアとなる倫理（ブックレット『ソーシャル・
ペダゴーグのコアとなる倫理的価値』）

① 個人の尊厳（条件によらない尊敬）

② 社会的正義（社会的財の配分、社会的弱者に必要な配慮）

③ 人間性（個人に対する理解、関与、責任）

④ 自由（個人の意思決定の権利）

⑤ 専門的誠実さ（自律的な行動、同僚との協同、正直、倫理的
価値・基準の遵守）
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デンマーク 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

⚫労働組合SL

• ソーシャル・ペダゴーグのコアとなる専門性（ブックレット『ソーシャル・
ペダゴーグのコアとなる専門性』）

• 「ホリスティックなスペシャリスト」
• 障害者・アル中・犯罪者・精神病者としてではなく、障害に焦点をあて、
「人間」として見る。市民として捉えてその言葉を聞く。

• 健康や心理、規範といった生活の１要素だけに焦点を当てても、ソー
シャル・ペダゴーグの仕事のコアを描くことはできない。

• ソーシャル・ペダゴーグの専門性は、人との相互作用にある。
• 医者は患者との関係が悪くても手術は成功できる。ソーシャル・ペダゴー
グの仕事は対象者とのよき関係性の上に構築。

• 皿洗いや買い物は仕事ではなく、市民の学習と発達、自立を支えるのが
ソーシャル・ペダゴーグの本来の仕事である。
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デンマーク 考察2
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

⚫社会監督庁

• 社会的弱者や障害のある市民を中心に置く視点

• ７つの質評価テーマの②自立と社会的コミュニケーション能力、③人を中
心とした方法論と結果

↓

• 社会と当事者のニーズ、国家財政などの観点からソーシャル・ペダゴー
グの専門性や倫理を再定義しようとするもの。

➢ただし、ニューパブリックマネジメント、ドキュメンテーション、診断テクノロ
ジーが、ソーシャル・ペダゴーグの実践や状況的専門性と対立。上記諸
主体は緊張関係にもある。

➢しかし、そうした面も含めて、それらが相互作用を行い、ソーシャル・ペダ
ゴーグの専門性や価値の創造と再定義を進めるシステムができつつある。
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全体まとめ(1)
機関相互の連関性、相補性、ネットワーク性

• 自治体、Allianssi、JHL、HUMAK

フィンランド

• 政府・自治体、YouthLink Scotland、Education 
Scotland、Scottish Youth Work Research Steering 
Group、CLD Standard Council

スコットランド

• University College、SL、社会監督庁

デンマーク

諸
機
関
の
連
関
か
ら
な
る
「環
境
」

の
存
在
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全体まとめ(2)
仕事の定義・規範の明確化と自己規律のシステム

問い：若者支援実践を取り巻く社会的環境の構成・構築のあり
方と、それが実践の社会的認知と専門性発達に果たす役割

• 「対話」に機軸を置いた [ワーカーの資質]指標作成と
[調査―検証―評価]のシステムが作用フィンランド

• CLD Standard Councilが、研究者・ワーカーの参加・討
議を組織し、Value（価値）、Code of Ethics（倫理綱領）、
Competence（コンピテンス）を制定し、内外を規律

スコットランド

•機関間の緊張関係も含めた相互作用が、ソーシャル・
ペダゴーグの専門性や価値の創造と再定義を進めるシ
ステム

デンマーク
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